
―ル (特定商取31法)

◆平成16年 11月11日に民事ルール (特定商取引法)

が強化され、事業者の悪質な手口で消費者が半り断

を誤って契約してしまつた場合などは、その契約

を取り消せるようになりました。

〈消費者救済のための民事ルールの整備〉

①事業者が、商品の性能など重要な事実をいわなか

つたり、嘘を言ったことで消費者が誤って契約を

した場合は、クーリング オ フ期間に関係なく、

その契約を取り消すことができます。

②事業者が、嘘を言つたり、おどしたりして、クー

リング オ フを妨害し、それにより誤解したり、

こわくなってクーリング オ フできなかつた場合は、

期間が過ぎてもクーリング オ ウすることができ

ます。

①家庭訪問

③次々販売

⑤点検商法

⑦無料商法

③二次被害

★その他

②電話勧誘

④販売目的隠匿

⑥催眠商法

③当選商法

⑩過量販売

●ヤミ金融→裁判例では、
・
利息、元本も取り戻せ

る場合がある
・

●多重債務→
‐
返済のための借入はしない

・

●架空請求⇔
・
請求元には絶対に連絡せずに 一切

無視すること
｀

●オレオレ、還付金詐欺→袂TM操 作指示は詐欺だ
・
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行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務・

事実証明に関する書類を作成する専門家です。

あなたの街の法律家

⑬ 千葉県行政書士会
〒2600013千 葉市中央区中央4-13-10

(千葉県敏青会館 本館4階)
TEL043-227-8009/FAX043-225-8634
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契約と消費者保護

かしこい消費者の相談相手

あなたの街の法律家

③ 千葉県行政書士会



◆契約とは、互いに対立する複数の意思表示 (例えば、

売りたい、買いたいという意思表示)の 合致によ

って、成立する法律行為です。

◆民法は、典型契約 (贈与、売買、交換、消費貸借、

使用貸借、賃剣汁、雇備、請負、斎 1、寄託、組合、

終身定期金、和解)13種 類を規定していますが

これに規定されない契約も少なくありません。

◆契約書の作成は当事者の意思を確定し、お互いの

権不1 義 務を明確にしますので、 ト ラブル発生を

未然に防止することになります。

ング・オフ制度とは

【定義】クーリング オ フ (coolll18 olllとは、~定

の取1形 態につき、所定の期間内であれば、何の

理山も必要とせず、かつ、無条件に契約を解除す

ること力゙できる、という制度です。

契約解除とは、契約が有効に締結された後に、

契約当事者の一方だけの意思表示によつて、契約

関係をlll及的に消滅させることをいいます。

◆ 「契約は守らねばならないJというの力源則ですが、

以 ドのようにクーリング オ フという例外規定も

あります。

0)クーリング オ フは、店舗 (事業所)以 外での取

〕|が対象です。自分から店へ出向いたり、広告を

見て、自分から電話やインターネットで申し込む

取り|は、クーリング オ フできません。通信販売

にもクーリング オ フの特1度はありません。

(D訪問販売や電話勧誘販売などにより収り|を行う場

合は、‐
‐
X約書等の書山iを受孤した日から、8日 に

限り、消費者が 方 的に無条件で契約を解除する

こと力'できます。

※マルチ商法等連鎖販売取引や、内職商法等 業務

提携誘引販売取引では、期間は20Hと なります。

③クーリング オ フによる契約の解除は 書 面で通

知することになつています。契約解除の書面を出

した時点で■効となります。(業者に書面が到達し

た時点ではない)

14路上で呼び止められ、あるいは、電話等で呼び出

され、営業所で契約した場合も、クーリング オ

フカ]ヽえます。

くわしくは、行政書士にこ相談ください。

ング・オフの方法

0ク ーリング オ フカゞできるものは、商品(57品日)、

権利 (3種類)、役務 (20種類)(平成20年8月現在)

に関する取り|についてで、代金総額が3「 円以上

の場合です。

クーリング オ フは ハ ガキ、封書でも可能ですが、

その際には、ハガキは表裏のコピー、封書では'1知文

と、封書の表裏のコピーを残す必要があります。11イJ

がポイントとなりますので、書留郵使がイ,効でしょう。

郵使局窓||で通信日付自1を押印してllxされる受領

||を保存しておくことが大切です。

また、最も確実なのはパし違証明付き内容副:明郵使

とすることです。

行政書士は、代理人として契約■を作成することができます。

内容証明書式サンプル

◆内容証明は、いつ ど のような内容の文書を、だ

れが、だれに差し出したかを郵使局が証明する制

度です。家賃の請求 貸 金返還請求 契 約解除

債権譲渡などをする場合に、証拠として残すため

に利用します。
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内容証明の作成は行政書士にお任せください。


